
 

「泉区役所建替事業 実施方針中間案」への意見募集の実施結果 

 

○募集期間 

 令和 2年 12 月 18日（金曜日）から令和 3年 1月 29日（金曜日）まで 

 

○周知方法 

 市政だよりおよび市ホームページへの掲載、市民利用施設への配架（各区役所・総合支所など13か所）、

関係団体等に対する周知（泉区商工関係・子育て関係団体、泉区内の大学等 14団体）、市民説明会の開催 

（令和 3年 1月 22日（金曜日）と令和 3年 1月 23 日（土曜日）の２回、泉区役所にて開催） 

 

○募集結果 

意見聴取方法 意見提出者数 意見等の件数 

パブリックコメント 11 42 

市民説明会（２回） 16 42 

計 27 84 

 

○寄せられた意見の内訳 

１ 実施方針中間案 55 件 

 第１ 事業実施の考え方 14 件 

 第２ 事業内容に関する事項 22 件 

 第３ 契約・許認可・処分等に関する事項 2 件 

 第４ 事業予定者の募集及び選定等に関する事項 6 件 

 第５ 提案で求める事項 11 件 

２ 要求水準書中間案 10 件 

３ 今後の周知、市民意見の聴取 11 件 

４ 事業全体 8 件 

合計 84 件 

 

○主な意見（全ての意見とそれに対する本市の考え方については、資料 1-2 を参照。） 

 行政機能の充実を図る事を柱にしつつも、各世代が利用できる交流の場としての役割機能を希

望します。（資料 1-2 意見 No.23） 

 今回の資料では、売却手法は消え、すべて定期借地権になっている。民間の力を活用したいので

あれば、できるだけ選択肢を広げて募集し、素晴らしい計画が数多く提案されるようにすべき。

（資料 1-2 意見 No.30） 

 泉区、仙台市の重要なまちづくりと建築です。地元の企業・組織が参画を検討できる参加条件と

していただきたい。（資料 1-2 意見 No.39） 

 公共性の高いバスターミナル機能を、民間で整備する施設の 1階に配した場合の、整備、維持管

理コストを公共側で負担する考えはどうか。（資料 1-2 意見 No.53） 
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